
　マイナ保険証への本格的な移行が始まります。移行に際し、現在の健康保険証が使用できなくなる
のでは？と、ご心配の人もいらっしゃると思いますが、12月2日（月）現在で有効な健康保険証をお持
ちの人は、有効期間はその保険証で医療機関を受診できます。
　また、有効期間の経過前に、これまでの保険証と同様に使用できる「資格確認書」が発行されます。
安心して医療機関を受診してください。
　マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みでない人は、マイナポータル、セブン銀行、健康推
進課および住民福祉課にて登録ができますので、利用登録をお願いします。

❶❷村内を駆け抜ける選手たち　❸レース開始直後には、096k熊本歌劇団が演舞を披露し、会場を盛り上げました　❹レース終了後、健闘を称
えられる選手たち　❺編隊飛行superwingsによる空絵　❻優勝したエミリアン・ジャニエール選手（トタルエナジー）と吉良村長　❼沿道で選手
を応援する観客　❽くまモンもやってきました　❾南阿蘇太鼓の皆さんが演奏を行いました　10役場駐車場で終日マルシェも開催。多くのキッチ
ンカーで賑わいました
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～九州を駆け抜けるサイクルロードレース～
マイナビ ツール・ド・九州 2024 in南阿蘇

　10月13日、マイナビ ツール・ド・九州2024熊本阿蘇ステージが開催されました。当日は、午前9時に南小国
町の瀬の本レストハウスをスタートし、箱石峠を越えて午前11時過ぎに南阿蘇村へ。先頭集団がコースを通過し
たときには、大きな歓声や声援があがっていました。白熱した攻防を繰り広げた結果、エミリアン・ジャニエール
選手（トタルエナジー）が熊本阿蘇ステージを優勝しました。
　天候にも恵まれ、ゴールとなった役場ではステージイベントやキッチンカーの出店が行われるなど、多くの人た
ちが足を運んでいました。

国民健康保険・後期高齢者医療保険からのお知らせ
〈問い合わせ〉健康推進課 ℡0967（67）2704

交通事故などで怪我をして
国民健康保険・後期高齢者医療保険を使って
治療を受けた場合は必ず窓口へ届出を！

第三者行為による損害賠償請求のしくみ
　第三者行為による怪我や病気の
治療についても、国民健康保険・
後期高齢者医療保険を使うことが
できます。
　その場合、本来は相手方（第三者）
が負担すべき治療費を、国保など
で一時的に立て替え、後日その治
療費を第三者に請求します。
　被害者は、国保などを使って治
療を受けた時は、必ず役場の窓口
に「第三者行為による被害（傷病）
届」を提出しなければいけません。

届出に必要なものは？第三者行為には何があるの？
①第三者行為による被害届
②交通事故証明書（交通事故の場合）
※自動車安全運転センターで発行しています。
※物件事故扱いになっている場合は、⑥人身事故
証明書入手不能理由書が別途必要になります。

③事故発生状況報告書
④念書（被保険者（被害者）が記入）
⑤誓約書（相手方（加害者）が記入）
⑥人身事故証明書入手不能理由書
⑦認印
※①、③、④、⑤、⑥の様式は健康推進課
窓口・村ホームページからダウン
ロードできます。

治療費を誰に請求するの？
　加害者の車の任意保険や自賠責保険、施設賠償保険などに請求します。加害者が保険に未加入であれば、
加害者本人に請求します。

③治療費支払
　　  （立て替え払い）

②治療費請求

⑤
治療費
支払

④
治療費
請求

①保険証を
　使って
　受診

届出義務

自己負担分治療費支払

自己負担分治療費請求

国民健康保険・
後期高齢者医療保険

医療機関・
調剤薬局など

被害者
（国保などの被保険者）

加害者
（損害保険会社）

村HP

マイナ保険証をお持ちでない人へ
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